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イギリス鉄鋼業における労務政策の展開

菊池光造

は じ め に

われわれは， ~U稿において現代イギりス鉄鋼業における工場レベルの労使関

係を，新工場の操業開始の時期に即して検討した九本稿は，これをふま点て，

同ーの調査対象工場たるイギ目ス鉄鋼公社 (BSC) 7、カンソ プ管区アンカー

鋼片工場 (BBM) に即して幻，その後の労使関係の展開を分析する。その場合，

検討の焦点は1977年から78年にか吋ての BBM生産能力拡張計画 (Enhance-

ment Scheme)の実施をめぐる労使関係に絞られてゆく。しかし，本稿では，

まずなによりも BBM拡張計画交渉の背景を，可能な限り幅広い視野でおさえ

ることに重点を置くことになるであろう。

アンカー BBMプラントが建設された時，それは全工程の冒頭にあたる「均

紫炉」職場と最終工程にあたる「精整」職場の生産能力は年間250万トンに対応

するものとなっ亡いたが，鋼片生産の中枢工程である分塊比廷の能力は当初か

ら年間300万 lンの水準に対応するものとして設計されていた。したがって，

J) 拙稿①イギリス鉄鋼分塊ー条鋼圧.l!S工場における労使関係の実態， r経済論叢J第129巻第4・
5号。
①イギリス鉄鋼工場における先任権制度， r経済論叢」第129特第6号。
④イギりス鉄鋼業新設工場における封使交渉の展開， r経済論叢」第130巻第3・4号。

2) 前掲拙稿己むに甘いては 現地で Mi1lsとしてー揺される鋼片(分塊〕工場Bloomand Billct 
Millと中形(条銅匡延〕工場 MediumSection Mi1l 0)両者を視野に収めて論じようとの意図
から論文題名に「分塊条鯛E延工場」の語を用いたがj 対象四よきさからして，実質上分。Hピ

鋼片工場に限定せざるを得なかった。従って，本稿では「鋼片工場」の語を使用することとし，
より機会に前掲り題名も「イギリス鉄鋼公社鋼片上場における労使関係の実態」と改めることに
しア』し、。
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このプラントは，既にその建設段階か'0，中がては BBM全体と Lて年間300

万トンの生産主実際に達成さぜるべ<，生産能力を増強することが子定されて

いたとし 1えるであろう。

新設 BBMプラントの操業開始に当フて，労使交渉を通じて合意された基準

生産トソ数は週当り 47，000トソであったが， このプラントのすぐれた立上りに

も拘らず， BBMの生産量11，主として市場条件などの外的条件に制約されて，

なかなかこの基準に到達しなかった。このため，基準生産トン数の達成率にリ

ンクするトンネジ・ボーナス(生産奨励給)が予定水準に達せず労働者の不満

の因となり，操業開始後日ならずして組合支部から基準生産トン数引下げの要

求が出ていた点は既にふれたヘ

このような状況下にも拘らず， BBM プラントおよびスカンソープ製鉄所の

経営陣は，操業開始後2年に満たぬ1974年10月， BBMプラント「生産能力拡

充計画」を立案して BSC本社に提起した。そこには，それなりの現実的根拠

があったといえる。

第一に，いわゆる右油危機以後，他の先進諸国におけると同様に，あるいは

それ以上にイギリス鉄鋼業にとっての市場条件は厳しいものがあり，鉄鋼諸製

品に対する需要が繕ちこんだ上に，厳しい海外競争にさらされる乙とになった。

だが，そう Eあるだけに，イギロス鉄鋼公社としては，不;fUな市場条件下での

限られたオ グーを生産コ凡}が低く収益性白良い新鋭製鉄所に逗点配分し

て生産させるといラポりシーをとったのであり，アシカ-BBMプヲ γ トに関

する限り，将来についてもオーダーが増大するととはあっても大者〈落ちこむ

ととはない主考去られたn

きらに第二に，製品需要のありかたに関わる具体的要因として品質管理の問

題があった。即ち，この時期ユーザーからは益々高品質な製品への要求があり，

実際に BBMプラントの既存検査技術のもとで最終検査にバスした製品を出荷

したところ， ピレット(鋼片)のユーザ から品質上のクレームがついて返送

3) 前掲拙稿③， 38-45へージ。
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されるといったクースも生じていたυ。アンカー BBMプラントが，厳しい市

場条件のもとで競争力を者ち，将栄とも生産を伸ぼしてゆくためには，こうし

た品質問題の解決ば不可避の課題であったといえる。

か〈て，スカ γ ソープ製鉄所の経営陣ほ，均熱炉の増設，精整工程の処理能

力拡大，製品検査装置の革新導入を中心Fーする「生産能力拡充計画」に着手し

たのであった。この場合，労使関係分析の観点からして注目されるのは，この

生産能力拡充計画をめぐる労使交渉の過程で，経営陣がアンカ一計画開始以来

の，否おおきく見ればイギリス鉄鋼業再固有化(1967年)以来の懸案となって

いた労務管理・労使関係上の諸問題を，拡充計画の実施と絡めてプラント・レ

ベルでの交渉課題としたことである。このような意味を含めて，生産能力拡充

計画をめ「る労使交渉は I拡張的合理化」交渉としての性格をもつものであ

ったと L、えよう O

いま我々は，このような拡充計画交渉の意味内容を明らかにするためにも，は

るかに時点を遡及しつつ，また固有企業 BSC全体レベノレ，さらには全国レベル

の労使関係にまで視野を拡げつつ，その背景を検討してお〈必要があるだろう。

1 r生産性向上計画」の策定

く1) 

1967年，鉄鋼業の再国有化によって成立した「イギリス鉄鋼公社J(BSC)は，

労務管理・労使関係面におし、ても，その再編成に着手し，翌1968年 5月10日に

は， TUCのもとで鉄鋼業関連の15の労働組合によコて構成される「スチール・

ヨミティーJ(TUCSICC-Trade Union Congress Steel Industry Consultation 

Committee)に対して「生産性向上計画J (Productivity Programme)を提示

して， これへの協力を要請したの

鉄鋼在、企業各社によって構成された「イギリス鉄鋼連盟J (BrSF)が，再国

4) 掴片工場長ききとりによる。拙稿』梅少調査面接記最 Casc11，東大社会科学研究所「イギリ
ス費世関係の実態調査E 鉄鋼産業篇J46~49ベージ参照。
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有化直前にまとめた内部レポートは，既にイギリス鉄鋼業における労務上の最

大問題とし C過剰な人員配置・ overmannlng 士指摘し，生産性向土のためには，

作業研究 workstudyや従来の労使慣行の見直しが必要であることを訴えてい

た九また，これを実行するためには，関連諸労働組合との問で，先ず全国レ

ベノレでの合意を形成し，そのうえで地域，プラ γ ト・レベルに具体化する交

捗・協約化を進めるべきことを勧告していたへとうした同有化前の試みをふ

まえ，また BSC 自体の手になる調杏・検討のうえに立って. i生産性向上計

画」は，新たな統合体 BSC としての労働条件整備と労働生産性向上のための

方策とをワ γ ・セットにして提起したものであった九

「イギリス鉄鋼業が，もし国際競争に耐えうるものになろうとするのならば，

端的にいってより少数の労働者で，はるかに大量の鉄鋼を生産せねばならな

い」という基本認識に立ち. i鉄鋼業の効率性と収益性の増進という点におい

て経営と諸労働組合とは共通の利害を持っている。しかも，労働力の分野にお

いては，要請される高い生産性は諸組合と経営との間での及ぶかぎり十全な協

力によってのみ達成しうるものと信ずるJ (para. 1)，このような信念の披歴

に始まるこの文書は，生産性向上という目的達成のためには， i労働者たちが，

その能力の範囲にあるあらゆる仕事を進んで遂行しようとするような作業態
レキシピリティー

度」および i作業方法における柔軟性への要請を常に受容するような態

度」の形成主要求したのであり，これとセットにして「より効率的かつ公平な

賃金構造」と「より大きな保障と実収賃金の安定住を提供するような雇用条

件」を提案するものであった。また，生産性向上のためには， rBSCとして資

本投資やプラント計画等が土要な役割を果すべきことは認識しているが，作業

研究や職務評価等白ような近代的テグニッグの広汎な使用によっても，生産性

5) British Iron and Steel Federation， Labour Productivity and Manning in the Steel Indus 

tTY，恥larch1967， pp. 12-14 
6) Ibid.， p. 14， pp. 20-21. 
7) BSC， ProductivityProgramme-Proposals for Increasing Productivity， Moderni.sing the 

Wage Struc.ture and Irnproving Conditions of Employment. (通称 GreenBook) 1968 
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の大きな改善が可能であると信ずるJ (para. 4) と主張していた。以下，具体

的に「生産性向上計画」の提案内容をみておこう。

(1) 鉄鋼業全体を通じての統 的労働時間の確立。従来の労働時間制度は

私企業分立のもとで，企業別・事業所別に多くの不統ーを含んでいた。また職

種グノレ プによって労働者の所属組合も異なり，固有企業 BSCのもとに統合

きれても，主主替制割増，週末割増給および時間外労働の計算などに斉一性がな

かったn こうした状況を改善するためには工程労働 (production) であれメソ

テナ γスであれ，全ての労働者に適用される斉一的な時間制度と割増計算基準

の確立が必要となる。

[交替市]労働について， i)平日の場合 I日勤J (午前6時~午後2時)は

平常時間 plaintimeとして実働通り 8時 間 と 計 算するが夜勤J (午後2

時~1O時〕は12.5%割増で 9 時間と計算， I深夜勤J (午後10時~午前6時〉は

25%割増で10時間と計算する。 ii)週末労働については，土曜の週末割増は「日

勤J50%で 1'/フト 8時聞を12時間と計算，同様にして「夜勤」も 12時間とす

る。日曜朝にかかる週末深夜勤は100%割増で16時間と計算する。日曜につい

ては I日勤J I夜勤」ともに100%割増で16時間 深夜勤」は月曜日にかか

るため50%増で12時間と計算する。

恒常昼勤務について， i)月曜~金曜は通常勤務として実働時間通り， ii)土

曜は実働時間(1)50%割増で計算， iii) 日曜は100%割増で計算する。

①時間外労働について，週末労働以外の平日における時間外労働は，全て50

%割増として計算する。

こうした割増時聞の V ステムは，全ての勤務形態を就労時間計算の中に還元

し，あとはこれに当該職務の時間当り基本賃金率を乗ずると左で割増賃金が白

{動的に計算きれるととを意味する。即ち，従来職種グノレープによって，また製

鉄所によって，さまざまな形で存在したシフト・プレミアムや時間外手当を廃

止し，時間計算一本に集約して統一的な適用を行うものであるといえよう。
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( 2) 賃金構造の合理化。従来，場当り的な賃金引上・改定の積重ねによっ

て製鉄所相互間，所内各職種グノレープ同等の賃金構造に多〈の歪みを生じ，賃

金率(wage rate) と実収賃金 (earnings) との間にも大きなズレが生じてい

る。したがって，これbを是正するためには， ω既存の「生計費協約JCost of 

Living Agreementによる賃金の生計費スライド分の累積額を職務別基本賃金

(時間レート〉の中に繰入れる。同時に，今後生計費λ ライド制を廃止する。

②工程部門の労働者について，能率給比率は基準生産量に見合うレベノレで全実

収賃金の25%を超えぬこと。これを超える分はタイム・レ トに繰入れる。こ

れによって実収賃金の安定性を増大させることができるが，この作業は全国レ

ベノレでの合意の上で， ローカノレ協約によって実行きるべきとと。

③メンテナンス分野のクラフツメンについて，効率伸と勤続および教育資格

等に対応する全国レベルで合意された平均的給与額，既存の生産奨励給(トン

ネジ・ボーナス)および既存の生計費スライド支給額は，全て職種別基本賃率

に統合する。従来の交替制労働割増手当も， シフト労働者のタイム・レートの

中に統合し，先に述べた新労働時間制度に照応して調整された新基本賃率とし

て確定すること。これによって，メンテナ γス労働者の賃金構造も工程部門労

働者と同じ基礎の上に据えられ，賃金V ステムは整序される。結果として，グ

ラフツメ yの異動の障害が減少し，より弾力的に配員することが可能になる。

(3) 週当り就業時間の保障。既存の労働協約による週当り 4シフトあるい

は4日(昼勤〉保障を. 5 ""フトあるいは 5日保障に改訂する。しかし，同時

に勤怠管理を厳格化l.現に出勤して作業可能な者について，また保障時間中

に本来業務がない場合については妥当な別の仕事を遂行する等，フレキシプノレ

な勤務に協力する者につい亡のみ，これを適用する。ブヲ Y トの操業に影響す

るような何らかのストライキにより生産の休止または障害が生じた場合，回避

しうる筈の欠勤等によってフーラントが休止状態になった場合，これらの場合に

は週保障は適用されたい。

〈心 配転等の扱いについて。従来，配転等をめぐる金銭的補償は場当り的
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な手当によって処理され，計算・適用は不統ーであったが，これに斉一的なシ

ステムを導入する。即ち，同一昇進ライン内の下位職務への「降等Jdemotion 

と同一昇進ライジ外の職務への「配転Jredeploymentとを区別し， r降等」の

場合には新たについた下位職務の賃金とこれまでの賃金との格差について，当

初の13週間は降等による損失分の8日%を，次の13週間は60%を補償する。 i配

転」の場合は，さらに第三の13週間は40%，第四番目の13週間は20%を補償す

る。かくて配転等に対し亡実収賃金の安定性を増大させることを意図するが，

但し， いずれの場合にも， 本人が職務転換後に出会った昇進 promotlOn の機

会を拒否した時には，この補償も打切りときれる Q

このほか， (5)全国ベ-;えでの労災・傷病による長期休業に対する「傷病手

当」制度の新設，く 6)有給休暇制度の整理・統一， (7)民間14社時代の歴史を

背負って製鉄所ごとに異なる年金制度について， BSCとしての統一的年金制度

の導入， (8)予想されるプラント閉鎖や人員削減に対して，諸労働組合に共通

な人員問題処理様式の定式化，再訓練，剰員整理手当等の制度整備，以上の諸

点を提案していたh

(2) 

以上の諸点は，そのうちに管理の合理化・厳正化を含みつつも，労働者にと

って多少とも雇用条件および収入の安定化につながるものであったが，経営は

これらの諸点を実行に移す大前提として，以下のような条件を付し亡いた。

(1) 労使関係の各レベノレにおいて最大限の労使協議を行いつつも，要員お

よび作業手順を決定ずるために，経営が「作業研究」や類似の管理技法を適用

する ιとに対して，諾労働組合が全国レ 4 ノレおよびローカノレ・レベノレで完全な

支持を与えること。これを保障する労使協約が締結さるべきこと。 (2)鉄鋼産

業全体についての職務評価制度導入を会組合が原理的に受蒋れること。これに

もとヮき，労使交渉の対象ときるべき妥当な制度案作成のために， BSCと諸労

8) lbid.， p. 4， Appendix A. p. 7 
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働組合との問で合同委員会 ]ointWorking Party を設置する乙と。 (3)既存

の生計費スヲイド支給額の職務賃率への繰入れと今後の生計費スライド廃止を

協約的に確認することを含めて，賃金構造合理化に着手すべきこと。 (4)この

生産性向上計画を基礎として，各プヲ γ ト・ νベノレにおける生産性向上プログ

ヲムを実行に移すため，全閏レベノレでそのための手段土枠組に関する合意・協

約が確立きるべきこと。

以上の諸点をあげつつ，経営側は，労働組合側に対する「提案」が，雇用条

件改善の商と生産性向上協力の面とを不可分なものとしてセットした「包括

的」なものであることを強調したへまた国有企業 BSC として，この計画自

体が， 労働党政府によって採用きれていた「生産性・価格および所得政策J10) 

の線に適合するものであることを強調L，ローカノレ・レベルでの生産性向上プ

ログラムも，この線上に展開さるべきことを訴えていた。

こうしてみると，諾労働組合に対して BSCとしての統一的制度として一定

の雇用条件の改善を与えることを引替えに，作業研究の実施による職務内容・

標準作業量の厳密な把撞，職務評価技法の採用による職務賃率構造の全社的整

序・統 化，人員削減と弾力的な人員配置，これらを可能にするための労働者

の協)J的態度の形成， ζ うした点こそが新生 BSCの経営にとって「生産性向

上計画」の眼目であったといえる。

いま，我々の現地調査を総括する時点でふりかえってみる時，その後十余年

にわたる BSC労使関係の具体的展開にとって，この「生産性向上計画」は，

まさに原点をなすものであっ作といってよ L、。

うらがえしていえば，この「計画」は， 1960年代末の時点において，イギリ

ス鉄鋼業においては作業分析や職務評価制度は一般的に採用されておらず，経

営にとってこれらが大きな達成目標になるほどに労務管理が立遅れていたこと

の Ibid.，p. 4， para 6 
10) 当時， ウィルゾン労働党政権のもとで実施された所得政筑は号単なる賃企ー所得の抑制から転

じてj しだいに生産生向上策に重点を移しつつ，製品価格の規制にまで祖野を拡げた「生産性・
価格およびf昨号政策JProductivity. Price and IQcomes PoJicyとして進行中であり，国有企業
BSCとしては，その影響を直接に受ける立場にあった。
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を示している O だがそれは同時に，この「訂画」が15労働組合の代表を網羅し

た TUCスチーノレ・コミ予ィ において提案されたことに象徴されているよう
守ルチ ~.オ=-:X.l，

に，複数組合主義を引牛とする錯綜した労使関係の中で，既存の交渉・協約関

係を嘗重しつつ企業と Lての生産性向上計画を推進してゆくことの困難さをも

物語るものであったといえよう。

BSCは，この提案が，製鉄所・プラ γ トレベノレでの同様の試みの推進を可能

にする基本合意，現地の用語法で「可能性付与協約Jenabling agreement の

締結を意図していると述べていた。いずれにしても経営は，まず15に及ぶ労働

組合と，本社一一一中央本部レベルでこの基木合意の協約を結び，そのうえで諸

組合下部レベルでの拾抗や支部オートノミーの壁に直面しつつ，計画具体化の

ための協議・交渉を進める Eいう，気の遠くなるような道程を開始せねばなら

なかったのである。それだけに，労働組合が保持する強い規制力に配慮せざる

を得ぬ BSC経営は，作業研究への着手についても，職務評価制度の検討につ

いても， 15組合代表を参加させる「労使合同作業部会」による取組みを提案L

ていたL，これらの技法について十分な理解を得るために i労使合同説明

会」町実施を提案していたのである1ヘ
ところで，経営は，この計画え書において計画遂行の年次計画を設定してい

た。第 1年次目標は，統一的労働時間制度の導入，週保障就業時間の変更ヲ配

転等手当制度・傷病手当制度の導入，生計費スラ fド給の職務賃率繰入れと今

後のスライド廃止。第 2年次，有給休日良市j度の整理，年金制度の導入・統一。

第 3年次，賃金構造の合理化，職務評価制度の導入。こう Lたテンポで計画の

実行を考えていたのであった。だが. 15組合の合意を取りつけつつ進む現実の

歩みは，このようなテンポで進行する筈もなかった。それでも中央レベルにお

いては. 1968年 5月の TUCSICC 全体会議への提案ののち，従来からかなわ

問題点や利害を異にしてきた製造工程労働者グループとメンテナンス・グルー

11) BSC. productivity Programme. pp.~lO-l1. Appendix A 経営サイドと15労働調合の代表で
構成される労使合同空員会あるいは型便合同作業部会 JointWorking Party方式は，こののち
労使関係上の問題に取組むに当って BSC:が常に採用する方式となった。
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プに分離して，製造工程 5組合， NCCCを構成するクラフト 10組合と経営との

聞で別個に協議が重ねられ， '7ラフト諸組合は1969年 3月，ム程諸組合は1969

年11月に各々合意に達L， BSC各組合との聞でほぼ同ーの内容をもっ全国協約

が締結された山。

その後の動きをみると，中央レベノレで処理し得る問題については，①労働時

間制度の統ーは，この全国協約白体によって確定，②生計費スライド給は1970

年 1月をもって職務賃率に統合， r生計費只ライド協約」は同年 3月荷主って

廃棄された。また，基本合意の線に沿って，逐次③配転・賃金補償，④有給休

暇の整理，⑤傷病手当，⑥年金，等の事項についてマニュアノレ労働者の諸組合

との問で協約が結ばれ，⑦年金については，これも TUSICC での交渉・協約

にもとづいて 1973年に年金制度が新規に導入されたω。

一方，職員層 staffgrade については，労働時間帯I度から整理されたグレー

ド別賃金までを含む統一的協約が結ばれ，年金については職員層の場合，協約

ベースではなしに私企業各社から引継いだ制度を整理・統合して1969年 1月に

新制度を発足させたのであった。

こうして，雇用条件の整理・改善の百は逐次実行に移されていったが， BSC 

経営側の主要目標である作業研究および職務評問の導入等の面は容易に進展し

なかったのである。

II 労使合同職務評価制度の試み

(1) 

ここで BSC労使関係の中で職務評価制度の導入がもっ意味合いを検討して

12) Memorundom 01 Agreement on， Productivity Programme (Green Book) between BSC and 
NCCC Unions， March 1969. The same as 'above， between BSC and Production Trade Uni-
OIlS NoveUlbet 1969 

13) 締結された全国協約を列挙すれば，配転・賃金補償に関して Employmentand Income Secu-

rity Agreement for Ind田 trialGtades. Del:. 1969 休日制度の整理に関して Holidaywith 

Pay Agreement， 8 June 1970.傷病休業補償について SickPay Scheme for Ind田 trialGra 

de， 1 April 1973. スタッフについては Salary~Structure' and Conditions of Employment for 

Staff Grade Agreement， 11 November 1971 
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おく必要がある。既にふれた如しイギリス鉄鋼業においては，賃金について

産業別全国交渉り対象になおるのは賃金引上幅についてのみであり，各職種・職

務にわたる賃金率については，各組合が各々の組織する主要職種についてその

基礎賃率を交渉するという形態に止まっていた凶。この各職種についても，地

域・事業所あるいは職場ごとの交渉によって賃率の積増しがおこなわれ，クラ

フトについても職種・職務にわたる事業所単位をこえた賃金白統一性はなかヮ

た。ましてや製造工程の労働者については，各工場・プラントごとに形成され

た諸組合の支部とプラ γ ト管理者との間での工場別交渉によって職務別賃率が

決定されるのであり，労・使の経験的・慣行的相対比較以外には，工場をこえ

た職務別賃率の調整をおこなうメカニズムは存在しなかったといってよい。し

たがって， 各々独立していた私企業14社の諸工場を引継いだ BSC の諸事業

所・請工場のあいだには，全〈といって良いほど賃金構造の統一性がなく，旧

企業の違いにより，地域・事業所・工場により，類似の職務について無数の賃

率格差が存在したのである。

単 の企業として成立した BSCにとっては，こうした状態は労務・賃金管

理上，極めて異常な状態といわねばなるまい。

しかし，それだけではなく，イギリス的労使関係の構造のもとでは，このよ

うな状態は経営にとって難聞を生むことになる。即ち，一工場・プラ γ ト内部

についてみれば，各職種・職務の労働者グループ問には慣行的に形成された賃

金の相対格差を維持しようとする強い感覚があり，それが各労働者グループを

組織する複数組合の行動様式を規定している。クラフト対工程労働者の相主問

で，さらには各々の内部の職種グノレープ間で，特定の労働組合の交渉力によっ

て，あるいはどわかひとつの労働者グル プの職場交渉力によって賃金が引上

げられれば，これは，相対格差維持の要求となって，直もに他組合，他労働者グ

ノレ プの賃上げ交渉を誘発する。一方，工場・事業所聞では，特定の士場・事

業所内での 1グノレープの賃上げは，工場・事業所を横断する同ーの全国組合内

14) 前掲拙稿③， 30~34へージ。
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部の情報回路を通じて他所での類似職種グノレープの賃上げ交渉を誘発する。こ

のように既存の賃金構造は BSC.にとって月パイラノレ的に局部的賃金交渉主誘

発するメカニズムを内蔵していたといわねばならない。

こうした状況を回避するためには，従来別個の分野とされ亡きたクラブトと

製造工程の双方を包摂1..-.全職種・職務にわたる相対賃金格差確定が必要とな

る。しかもそれは，工場・事業所を越えて BSC全社に適用される統一的以ス

テムでなければならない。まさにこのような全社的賃金構造整序の手段と Lて

職務評価制度に期待がかけられたのであった。主た， もしひとたび成功裡に職

務評価制度が定着するならば，既存職務聞の相対賃令格差が不動のものとして

確定するだけでなく，新工場の建設に伴う新たな職務についても，同じ評価 γ

ステムを適用することによって場当り的な労使交渉ぬきに賃率を決定すること

ができる。総じて賃率決定と賃金構造問題を労使交渉の対象事項からはずすこ

とができたとするならば，これはイギリス鉄鋼労使関係にとって画期的な変革

を意味するといえよう。

ここにこそ，イギリス鉄鋼労使関係の実態の中で職務評価制度がもっ特殊な

意味合いがあり，とのような期待をこめて BSCI生産性向上計画」は，職務評

価制度の導入を提起したのであった。そうであるだけに，職務評価導入への取

組みは，従来賃金率決定の主体であり，交渉力を行使してきた複数組合の全て

をまきこみ，その合意と委認、，端的にいえば将来にわたる賃率交渉権の放棄を

確約させるのでなければ BSC経営にとって真の目的は達成されない性格のも

のであったといえる。現存の労使関係をふまえて，職務評価11iU度の導入は全て

の組合が合意を与えぬ限り着手すらなし得ないものであったL-.全ての労働組

合が承認しない限り経営にとって無意味になるものであったといえよう O ここ

に職務評価導入の手続として関連全組合代表の参画を求める「労使合同委員

会J方式が浮上する必然性もあったといえよ号。
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(2) 

1969年クラフト諸組合(3"}l)，製造工程諸組合(11月)の双方にわたる「生

虚性向上計画」協約の締結をふまえて， BSCが計画の中で提起した職務評価導

入の試みを実行に移すために， 1969年12月 TUCSICC参画のもとで「労使合

同作業部会J(Joint Working Party)が発足したc労働組合サイドにあっても，

少〈とも諸労働組合の中央本部レベルでは，現行の錯綜した賃金構造は不合理

であり，下部組合員の聞に不公平感を生むものとして，より斉 的な賃金構造

を構想することは妥当だとい弓判断があ司た。またヂれ以 kに，現実的な判断

として，当同の作業はあくまでも予備的なものであり.最終的には制度案が作

成された段階で各組合の自律性において経営との間で制度を承認するか否かに

ついては交渉権が留保されている。当面は予備作業の作業部会発足に協力して，

むしろこれとセットにされている雇用条件改善を進めさせる方が得策であると

の判断があったといえる。

いずれにせよ， BSC本社企画室，労使関係部スタッフ，諸製鉄所の人事・労

使関係担当7 ネジャーの中から選ばれた会社側委員10人， TUC製造業部門担

当書記， TUCSICC事務局，関連各組合代表(この場合クラフトについては

NCCCを1単位としている)からなる組合側委員 8人，計 18人を常任メンバー

として合同作業部会は1969年12月 8日に第 l回会合を開き，その後合計16回の

全体会議をもって最終的に1972年中に労使双方に対する答申の形をとった報告

書をまとめたのであった。こり間作業部会は，アメリカ鉄鋼業における職務評

価制度とその運用実態を調査するために海外視察をおこない，選定した職務評

価法の実行可能性と現場での受容可能性をテストするためにパイロット・旦タ

ディーを実施した。また最終段階には， Eastbourne で 2回にわたる総括会議

を行い，報告書は73年 1月に印刷に付きれたのであった則。

作業部会は，まず既存の職務評価方式の検討から着手し，私企業時代に開

15) Job Evaluation for Industrial GradesーAreport of a joint BSC;TUCSICC Working Par-

ty 1969-1972， January 1973.以下 JointWorking Party Reportと略す。
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発きれた「イギリス鉄鋼連盟方式」や労使合同による「アメリカ鉄鋼方式」

(CWS)山をとりあげたが，ど'0らもそのままで BSCの現状に適用するには

難点、があるとし ζ，他の方法士研究する ιとになった。さらじ数種の職務評価

方式を検討したうえで，合同作業部会は①職務評価要素のウェイ]っけに，経

験ある実務家り評価を反映させることができ，子続の複雑さも少〈理解し易い，

②当該産業への適用に当り，職務評価制度の基本を形成する過程で労使双方の

参画が最大限保障される，これら一つの観点から，経営コンサノレタント企業

Urwick Orr & Partners (UOP)社が開発した「職務フロファイノレ法」を最適

なものとして選定したのであった。

職務評価の方法としては， a)序列法， b)分類法， c)点数法， d)要素比較

法などがあることは周知のところであるが，作業部会が採用した UOP社開発

の「職務プロファイル法」は，点数法を基本としつつ，評価要素聞のウェイト

決定に当って序列法の手続とコンピュータの利用をおりこんだものであった。

結果的に，この方法は?各職務についての評面担当者の経験的・直観的評価と

点数法をつき合わせる形で各職務の格付を精級化してゆくものであるといって

よし、。

以下，この方式の概略を示せば，①当該産業内の作業の多様性と，そこで要

求される水準を十分に反映するような職務評価要素の選雇 通常このシステ

ムでは，責任，知識，知的技能度，社会的妓能度，肉体的負荷，環境条件，の

6項目が挙げられ， BSCの場合にもこれが採用された。②関連する当事者たち

の多〈に熟知されており，かつ，職務の範囲と各評価要素についての要求度と

の両国で全職務を代表できるように分布を配慮Lつつ，各作業部門ごとに多数

の「基準職務Jbenchmar k jobを選定する。①基準職務についての詳細な職務

記述書の作成。この過程で当該職務を担当する労働者，観察・評価担当者とし

ての監督者および組合代表者の参画を実現する。

16) ちなみにいえば』アメりカ鉄鋼業にお付る部使合同職務評価方式の導入実態については Jack 

Stieber， Steel Industry Wage Structure， 1959が詳しい分析を作ってし、る。
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④各基準職務の「プロファイノレ化」。即ち，各評価要素ごとにその要求程度

を評価することになるが「 ζ のVステムにあっては普通人の弁別能力の限界主

考慮Lて，評価担当者に 4~ 邑段階以上の判í!rJは要求しない。 BSC においては

各要素について「特に高いJ 4点 I高いJ 3点 I普通J 2点 I低いJ 1 

点の四段階で評価することになったが，これについて合同作業部会のレポー i

も何か精密なものであるかのような感を抱かせる“点数"という概念より

は，要求される程度あるいは“水準"の表示とみるのが妥当であるJmとして

L、る。

⑤全基準職務について 1対 1相対評価の実施n これによって全基準職務の序

列が決定される。⑥基準職務プロファイノレの数量化。各要素ごとの要求水準に

数値を与え，同様の手続を適用して細分化した諸要素についても同じように点

数による数量化を行う。①評価要素別ウェイトの算出。 1対 1相対評価による

序列と各基準職務のプロファイんによる点数序列がマッチするように， コンビ

ュータでシュミレーションを繰り返し，最適にフィットするように各要素別の

ウェイトを算出する。①諸;基準職務との比較による残余の全職務のフロファイ

ノレ化，前述の手続によるスコア化，全職務の格付け。

概略以上のような手順で職務評価が実行されるわけであるが。この手順の各

段階で労使当事者双方の参画と意向反映の道を聞いていることは特徴的であ

るluo

III 職務評価の試行と労使関係

(1) 

労使合同作業部会は， UOP社の「職務プロファイノレ法」を職務評価の最適

の方法として選定したうえで， この方法を BSC全社に適用することが可能で

あるか，また各部門・各組合に属する労働者によって支障な〈受容官れるか，

17) The Joint Working Party Report. p. 24. pa四 A.3. 3. 

18) Ibid.. pp. 23-25. 
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これらの点を確めるために限定された事業所で試行的実験を行う ζ とが有意義

だという縁で意見が一致したJ
試行の対象としては，全国に散在する BSC傘下の諸製鉄所の中から，他な

らぬスカンソープのノ マ Y ピ ・パ グ製鉄所(以下 N~P ワークス正略称

する〕が唯ーの対象として選ばれた19)0 N-Pワーグス選定の理由としては，①

N~P ワーグスが小規模ながら製鉄所としての全工程を含む一貫製鉄所 mte

gra ted works であること。②従って，鉄鋼業が抱える多〈の部門を代表する

多様な職務を含んでいること，また当然ながら関連する諸組合の支部が関与す

ることができること。③規模は小さいが， LD転炉製鋼など，新しい技術にも

とづ〈プラ γ トを含んでおり，当分の聞は，これ以上の技術的あるいは操業上

の変化を蒙むることがない，即もある程度鉄鋼業職務評価の将来にわたるサン

プノレを提供しうること。これらの点が考慮された2ヘ
試行実験については，作業部会が全面的に責任をもつが，その具体的実施は，

N~P ワ クス現地で運営委員会 SteeringCommitteeを編成して，これに委ね

られた。この委員会は，作業部会の中から，労使のバランスを考慮しつつ 5人

(労組代表2人，経蛍側 3人)を派遣し，これに現地の管理者と諸労働組合の

代表を加えて，合計町人の大世帯となった。また，この運営委員会の下に，

プヲ Y ト・ V ベノレで同じく諸組合と経営側代表11名からなる職務評価委員会

Assessrnent Cornmitteeがおかれた。

さて，作業部会は N Pワーグスでのこの試行がスムーズに受容れられるよ

うに，慎重な準備を行ったu 即ち， この試行実験の要点と職務プロファイノレ法

を説明した冊子(通称YellowBoo討を作成しzh これを直接の試行対象であ

る N~P ワークスのみでなしスカンソープ・グループ凹の諸ワークスに属す

19) BSC全社に適用rべきものとしての職窃評価制度の試行実験出， 他ならぬ我々 の調査対象で
あるスカンソ プで実施されたのであり，この事実も BSC内でのスカンソープの位置を示すも
のとして興味揮い。

20) The Joint Working Party Report， p. 6， para. 3. 3. 2 
21) }ob Eva1llation-Proc出 alsfor Notmanby Park Works Pilot Exercise， 1969. 

2の のちに全社的機構世革によって，管区 Divisionとされる単位が，この当時は WorksGroupノ
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Normanby Park Works合同職務評価運営委員会構成

. * I 
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三
BSC 

全国

ワークス・グルーフ/ディストりクト

ワークス

計

表 1-1

[ぺ一

代

E十

Normanby Park Works合同職務評価・評価委員会構成

t~ 表 |土程労働者|機械・保守|人事・労務|その他

経営側 1 1 1 1 

N U B 2 

ISTC (RTSAKTA) 2 

CRAFT 2 

G&MWU 

表 1-2

る従業員=労働者全員に配布した。同時に，試行推進のために広範囲な研修・

訓練を行った。職務評価委員会メンバーのための詳細なプロファイル法の技法

説明と評価基準の合意を形成するための研修会から，職務調査に当ってインタ

ヴューを受け，直接・間接何らかの形で職務記述書作成に関与する職場労働者

たちへの説明と協力要請をするためのレクチャー・コースに至るまで，結局

1000人に近い人々を研修に参加させたのであった。

こうした準備・手続を経て1970年11月に着手さ

まずワークス内の

N-P ワークスでの試行は，

れ， 1972年2月に終了したが，

全職務分野を代表しうるものとしτ44の職務を基準職務として選定し，

職務評価委員会が，この間，

これら

労使双方の委員監骨者等へのききとりや観察士通じて，の職務につく作業員，

この委員会ば職務評価要素の

、とされており，ここでいうスカンソープ〈ワークス〕グループは，のちのスカンソ プ・ディ
ずィジ aンとほぼ同ーの範囲をさしている。

の聞で合意された職務記述書士作成した。 方，



イギりス鉄鋼業における活萌政策の展開 (275) 171 

選定とその細分化を行い，運蛍委員会での検討・了承を得たうえで，先の44の

基準職務の要素別点数化，総点数の整理をふまえた評価・格付けの作業を進め

たω いま，選定された職務評価要素と，それらの細分化された項円を整理して

おけば第2実の1:おりである。

表 II Normanby Park Works合同職務評価・職務評価要素 覧

(a) U.<;色 ofComany resources 

Respon出 l町 ( b) Degree of initiativ 

(c) Work of others 

( a) Plant，乱1achineny，Tools， Equipment 

Knowledg巴 and Ma teriaIs 

(b) Operational Knowledge 

( a ) Spatial ability 

( b) Scanning and Locating cletails 

M巴ntald巴mands C c) Judgement 

(d) Concentration 

( e) Numerical ability 

( a ) Stang Lh and Sta mina 

Physical demands (bl S巴nsorydiscrimina:tion 
( c) Coordinated movement 

(a) Nature of work 

( b) Accident hazard to job holder 

Work envil-onment 
( c ) Safety of others 

(d) Restricted physical conditions 

( c ) Isolation 

( f) Environmental conditions 

こうしたプロ屯スを経て，基準職務についての評価・格付を終了した段階で，

委員会のもとに 4班の「職務評価チームJAssessment Team が設置された。

各チームは，それぞれ組合側代表2名，経営側代表2名の計4名から構成され

ており，これらのチームが基準職務以外の全プラントにわたる241の職務につ

いて評価作業を拡大し， N-P ワークス内全職務の評価・格付を行った。即ち，

この方式によって労使合同による職務フロファイノレ法にもとづく評価システム
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が，実際に事業所全体の規模で迅速かっ統一性をもって適用できるかどうかが

テス lされたのであり't:れによって N-P ワークスにおける試行は，ひとま

ず成功裡に終了したのであった。

(2 ) 

N-Pワークスでの試行適用を完了し，十分な検討デ タが得られたとして，

中央レベルの労使合同作業部会は， 1972年 7月に入り， イーストポ-:/ East-

bourneにおいて 2回にわたる泊りこみの総括会議を開色労使双方すなわち

BSCと複数組合から成る TUCSICCの双方に提出する報告書をまとめること

になった。組合側委員の中から，かなり批判的な意見も述べられたが，討論の

末，合同作業部会全体としては以下のような基本認識の点で合意に達した。

(1) 現在，これまでの各製鉄所の歴史を背負って，各ワ クス内の諸職務

間で，また諸ワークス相互間で，賃金構造について多〈の歪みが存在している。

国有化 BSCの単一の使用者のもとでは，将来にわたり職務の相対価値決定の

一貫性ある方法が必要となる。

(2) 技術変化および合理化は，将来にわたって作業と職務の性格に大きな

変化をもたらすと考えられる。ーれによる新たな歪みの発生を阻止するために

も，変化する諸職務の関係を評価する統 的かっ受容可能な方法が，労使合意

のものとして必要である。

(3) 現在明らかに類似の職務問に， しばしば不公平とみられる格差が存在

し， ワークス問での格差問題が労使関係上の問題として益々意識されつつある。

こうした格差に合理的根拠を与えるべ者，あるいはその修正の基準左なるべき

一定のシステムが必要である。

(4) いずれにしても，今後，既存の賃金構造における変化が生ずることは

不可避である以上，それが諸ワークス間で統一性をもち，秩序と公平性をもっ

たものであることは労使双方にとって必要である叩。

23) I-bid.. p. 9. para. 4. 1. 1. 
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こうした基本認、識の上に立って，合同作業部会は，職務評価制度こそがこれ

らの要請に応えるものだと Vt，合意のもとでその採用主勧告する ζ とになっ

たのである。

具体的な方法としては，試行的実施の経験をふまえて i労使合同方式によ

る職務プロファイル法」を最適の方法として提唱したが，とれについては，以

下の点が強調されたコすなわち，職務の性格を判断するに当って，経営および

組合双方の見解を同じ比重で反映し得ると色。換言すれば，それが， i参加的

アプローチ」であわ，職務相互の関係について「公平性の実感」にもとづく労

使合同の格付けを可能にすることで，現場でのより高い受容可能性を与える点

が強調されたのであった加。

職務評価の現実的な進め方としては，ワークスごとに別個に実施する場合と，

集権的に一挙に行う場合と，両者の得失を検討したうえで，①最善の方法とし

ては，最初から BSC全体に適用することを考えず，まずは BSC内の主要な

綜合製鉄所に限って適用する。②職務評価制度を導入する以上，適用する全て

の製鉄所に同ーのシステムを導入すべきである。③したがって，職務評価要素

およびウェイトづけば，共通なものとする。①職務評価を実行するチームおよ

び職務記述書の作成に責任をもっ人々は，あらゆるエり 7について一貫性のあ

る適用を保証するために，共通の認識，共通の基準を身につけることが必要で

ある。そのための十分な教育・副練のシλ テムが準備されるべきこと。⑤各ワ

ークスで進行する職務評価の実践過程では，中央における労使合同の調整作業

と，適切な相互点検のシステムを確立する必要がある。以上白ような諸点を含

めて勧告を行ったのであったお〉υ

他方，作業部会は，職務評価にもとづいて賃金構造を再編する場合，③格付

の等級数とその区分点をいかに適切に設君す芯か，@等級制による賃率構造と

生産奨励給の関係を，どのように構成するか，などを TUCSICCとBSC経営

24) Ibid.， p. 9， para. 4. 2. 1 

25) Ibid. pp.15-17. 
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との合同検討課題として示唆すると共に，職務評価による賃金構造の再編が，

必然的に既存の団体交渉お1ぴ苦情処理手続にも変容をもたらさずにはおかね，

という点に全関係者の注意を喚起したのであった。とりわけ，労使交渉のあり

かたに対する影響については，①ひとたび同一・共通の等級構造が成立すれば，

いかなる特定の職種グループも(従って，そのグノレ プを組織する個別の組合

も)，他のYループとの相互関係に影響を 7えることなしに賃率交渉を行うこ

とができないu したがって，職務内容が明白に変化した正いう場合以外には，

交渉による局部的賃金構造の変容は不可能になるこ E白①同様に，ひとたび労

使・複数組合合同で合意された等級構造が全国ベースで導入されたならば，こ

れに関与した全ての他組合の参画なしに，経営対特定の一組合との聞での当事

者間の交渉・協約によっては，これの変更を行うことはできない。この点でも，

各組合ごとの自由な交渉・協約という従来の制度が大きく変容されることにな

る20'。

また，苦情処理の機構については，これも大きな変容を受けることになり，

苦情処理委員会は，従来のような交渉上のあるいは取引的な考慮ではなしあ

くまでも職務内容の検討をベ スにして決定を下すζ とになり，従って委員も

職務評価の'/'7-テムと技法に精通した専門家によって構成されることになるで

あろう。報告書は，これらの諸点を指摘していた。

以上のように，合同作業部会は，基本的に職務プロアァイノレ法による合同職

務評価制度導入を支持する立場で報告・勧告を成文化L これが随伴あるいは

惹起すると予想される問題点にも説きおよんだのであった。しかし，各組合の

代表委員からなる作業部会が，全体としては，このような方向で報告書をまと

めたとはいえ，かの N-Pワークスでの試行的職務分析・評価の過程において，

各組合の下部メ γバーの閣には，職務評価制度に対する根強い疑念があったこ

とは否定できない。こうした下部組合員の状況を反映しつつ，中央の合同作業

26) Ibidι， pp. 19-20. 
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部会のレベノレにおいても，全国高炉工組合 (NUB)の代表者は，終始職務評価

制度の導入に反対の態度をとり続けた。作業部会の総括会議においても頑強に

主張されたこの委員の主張は，作業部会全体としても無視することはできず，

少数反対意見として最終報告書にも記載することにせざるを得なかった。

全国高炉工組合代表委員の主張は，以下の諸点であったo ①従来の交渉機構

の枠組のもとで，各個別組合と経営世uとの交渉・協約によって，それなりに納

得のゆ〈形で各部門・各職種・各職務にわたる賃金率が決定されてきたのであ

り r職務評価の導入は，鉄鋼産業における現行の良好な労使関係を撹乱する

ことになるだろう Jo②職務評価は，実際土経営サイドの専門家によって「策

略の具とされ，また巧妙な操作の手段ときれる可能性が高い」。①職務評価は

複雑かっソフィスティケート町されたこの方法が，素人にとって理解しにくい

ものであるために，職場レベノレで下部労働者の聞に疑念正不信感を生み出すと

とになる。④現在のvステムのもとでも， BSCと諸組合の聞で，職務評価の技

法など介在きせずに，より合理化され洗練された賃金構造を，交渉を通じて達

成することは可能である。⑤職務評価が必要だというのであれば，労・使そし

て各組合ともに，従来から，ある意味では常にある種の職務評価と格付けを経

験的に行ってきたといえるのであり，新たな制度を導入する必然性はない2830

このような諸点が主張されたが，根本においてこの委員の主張は，職務評価

のような技法への依存が，賃金率決定の問題を職場のヒラ組合員の手から中央

の専門家の手へと引揚げてしまうことになるという点3 また職場に基礎をおく

組合支部さらには各組合にとって賃金率に関する交渉権の放棄を意味すること

になるという点を批判するものであった。したがって，作業部会における少数

意見としての，この委員の主張は，単に全国高炉工組合の意見というだけでは

なし伝統的な賃金決定方式を固守しようとする諾組合の下部労働者たちの実

27) ちなみにいえば，英語における sophisticated の語意はぎ「洗樺された，精巧な」であると同
時に「悪ずれた，ごまかしの」でもある。

28) Ibid.， p. 21. para. 9. 1 
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感を，ほぼ代弁するものであったといえよう。いずれにせよ，個々の職場労働

者の疑念の存在はまだしも，ひとつの全国組合を代表する作業部会委員が正面

切って反対意見を貫ぬいた時，労使合同方式による職務評価制度導入の構想は，

事実上すでにその命運を定められたといわねばならないだろう。

本来， TUCSICCは多数決によって物事が決定される性質の機関ではなく，

あくまでも関連諸組合の協議・調整心機関であり，組合としての決定権，交渉

および協約締結権は各個別組合が保有している。したがって，全国高炉工組合

が組合として反対するならば，かりに合同方式による職務評価をこの先推進し

ようとしても，それは各製鉄所の心臓部である高炉部門を除外して職務評価と

賃金構造の再編を進めることになり，これでは，職務評価制度導入の当初の目

的からしても，殆んど無意味なものになってしまう。作業部会内部の情況が乙

のようなものであった以上. TUCSICCとLても経営側としても，作業部会の

答申は受けたものの，その多数意見に沿ってこれ以上合同職務評価方式でこの

計画を推進することは断念せざるを得ない状態におかれたのであった。

結び

以上において我々は，イギリス鉄鋼公社発足の時点から，いかなるかたちで

生産性向上・労使関係合理化が着手されたかをみてきた。とりわけ，この稿で

はクロノロジカルに見てもまずもって焦点となった職務評価制度導入への試み

とその挫折の過程をみた。

たしかに，こうした曲折を経て，労使合同方式による職務詐価の実施はー頓

座を来たした。これ以降，職務評価制導入の問題は BSC労使関係のフォーマ

ノレな機構の中では取上げられることなく.労使関係の表舞台からは影を潜める

ことになる。我々のイギリス現地でのききとり調査に対しても労使いずれの当

事者も質問されれば IBSCにおいては職務評価制度は採用されていない」と

サラリと答えたのみである。調査過程の初期に，労使どのレベノレでも出会った

この種の回答を真に受けていたならば，この稿で拾いて雪たような事実も全く
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見えねままに終ったであろう。多くの労使当事者に幾度となく執劫な質問を試

み，やがて引出した片言隻句，詰しむ中で不用意に洩れた一言，こうしたもの

を手掛りに推論をたでて他の面接対象にこれを投円か円る。こうしたインタグ

ューの全てのタクティクスの果てに，徐々に事実の流れが姿士現L-，やっと一

つの文書資料にゆきつく。この稿でささやかに描いた労使関係上の事実経過も，

こうして漸く我々の目に見えてきたものであった。

ところで， BSCにおける職務評価制度導入の試みは，全〈の挫折に終り，そ

の後の労使関係に何らの痕跡も残きたかったのであろうか。このように問う時，

我々はスカ γソープ製鉄所労使関係部の労務ファイノレ閲覧の中で着目し，筆者

が手書きで写しとった文書に注目することになる。

これは1972年9月段階 C，新設アンカー BBMプラントの操業開始をめくる

鉄鋼労組(ISTC) との交渉過程で， BBMプラントの職務別賃金率の設定交

渉に入るに当り作成されたものである。この場合，注目すべきは I未評価」

not yet evaluated とされた若干の職務を除き，新設プラ γ トの殆んど全ての

職務について「職務評価点数」が記入されていることである。しかり，いまふ

りかえってみれば， N-Pワークスにおける職務分析・評価の試行実験は，まさ

に3キロ・メートノレと離れぬアンカー・サイトにおいて新設プラント群が建設

され，操業開始に向けて職務配置，配員，賃金・労働条件決定の交渉が着手さ

れる時期に合わせて実施されたのであった。この資料は，新設プラ γ トの職務

別賃率設定，労使交渉の場己提案さるべき経営側の賃率原案作成に当って，既

に職務評価点数が参考にされていたことを物語っている。すなわち，経営内部

では， N-P 7 クスでの試行の成果を使い，その予法をそのまま新設フ.ヲ γ ト

での賃率設定に利用していたことが明らかである o ここに，新設 BBMプラン

トの諸職務一覧と，これに付された経営内部の職務評価点数，それにも tづく

賃金表の原案P さらに労使交渉の果てに合意きれた協約賃金を併記して示して

おこう。 N-Pワークス職務評価の試行は，少〈とも経営にとっては，決して無

駄ではなかったのである。
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表 III 銅片工場職務評価点数・賃金率原案および協約賃金

職務名称

Roller 

Asst. Roller 

Finishing Mill Opera.tor 

Intermediate Mill Operator 

Roughing Mill Operator' 

Primary Mill Driver 

Sccond<lry Mill Driver 

Bloom Shear Operator 

Bloom Flying Shear Operator 

Scarfcr / Utility 

Guideman I Utilユty
Pendulum Shear Operator 

職務副平均実収賃金保案~I 聖約実量 l
1 1iJIî点数 I_，，~ ， ~I.' ，̂I 1 '!E ~rr '̂ I |山和皿|シフト I 1 ò1!!~B Iシフト り〕
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6.75 

6.50 

7.75 

750 

6.75 

6.50 

600 

5

5

0

0

5

5

 

7

6

4

4

7

2

 

5

5

5

5
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48.89 

44.00 

42.37 

50.51 

48.89 

44.00 

42.37 

39.11 

37.48 

36.83 

35.20 

35.20 

30.96 

27.70 

40.74 I 
40.74 i 
37.48 

37.48 

35.85 

35.85 

35.85 

35.85 

34.22 

32.59 

29.33 

26.07 

26.07 

19.55 

7.70 
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6.90 

8.20 
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6.92 

6.60 

6.20 

6.20 

6.00 
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5.65 

5.55 

5.00 

4.35 

6.45 

6.45 

5.95 

5.95 

5.70 

5.70 

5.70 

5.70 

5.50 

5.20 

4.75 

4.20 

4.20 
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イギリス鉄鋼業における封萌政策心展開

Senior Inspector 447 

Deseam己，/ 1四 pector u 345 

Cold Saw Operator 261 

Dressing Transf巴rOper. 

(DilIetjSlab Line) 190 

Dressing Unload Operator * 
Prime Transfer Operator 指

Dressing Tra耳目ferOper. 

(Bloom / Bil1et Line) ヨ供

Cold Saw Asst 151 

Soaker Op巴rator1 427 

Soaker Operator II 427 

Soak巴rCtane Dri ver 276 

Finishing Area Crane Driver 252 

Stripper Crane Driv巴r 238 

Mills Area Cr. Driv巴r 238 

Soaker j SLdpper Uliluy 174/56 

Slinger / Lorder (Adult) 181 

Slinger / Loader (18-20 yrs) 181 

キ notyet eval uated 
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こうして開かれた眼で追ってゆくと， 1974年には，これも経営サイドの内部

的作業として，全社的職務評価の試みがなされている。 89の「全国基準職務」

national benchmark job，これを含む諸製鉄所グノレープの基準職務682につい C，

ほぼ同様の手続きで評価を行い 3 賃率構造につし、ても，これを11グレードに整

理する等級制賃金の試案を作成している。かくて職務評価制の問題は，経営内

部の作業と Lてはこの段階で一つの到達点をもったといわねばならないだろう。

ζ うして作成されたものが， かの JEIG(JobEvaluHted Tndustrial Grades) 

にほかならない。

とののち， BSCの労使関係は. 1973~4年の紛争多発をふまえて，労使関係

修復のための全国会議 (HeathrowConference)，能率給制度の改革と結合した

作業研究の導入 (WorkMeasured Incentive Scheme)へと焦点を移動させて

ゆしこうした点についての分析は，また別稿の課題としたい。

5.25 34.22 

4.75 30.96 

6.75 44.00 

6.75 44日目

6.50 42.37 

6.2G 40.74 

5.75 37.48 

5.45 35.52 

4.75 30.96 

4.50 29.33 

4目。 26.07 


